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宮城県警察職員の健康管理に関する訓令の一部改正について（通達）

この度、宮城県警察職員の健康管理に関する訓令（平成１８年宮城県警察本部訓令

第８号。以下「訓令」という。）の一部を別添のとおり改正したので通達する。

なお、これに伴い、「宮城県警察職員の健康管理に関する訓令の一部改正について

（通達）」（平成３１年３月１５日付け宮本厚第２２５号）は廃止する。

記

１ 改正の要点

⑴ 健康管理医について、任用によりがたい場合は、業務委託により置くものとし

た。

⑵ 感染症発生の際の措置の対象となる感染症について整理した。

⑶ 会計年度任用職員の制度が開始されることに伴い文言を整理した。

２ 施行期日

令和２年４月１日

３ 運用及び解釈

⑴ 総括安全衛生管理者（第５条関係）

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」という。）第１０条第

１項の規定は、職員の安全衛生業務を統括管理するため、常時１，０００人以

上の労働者を使用する事業場ごとに総括安全衛生管理者の選任を義務付けている

が、県警察としては、警察本部庁舎で勤務する警察職員が１，０００人に満たな

い場合でも、同様の水準で安全衛生管理を推進するよう、訓令第５条により総括

安全衛生管理者を任意に選任している。

⑵ 健康管理医（第１１条、第１２条関係）

ア 法第１３条第１項の規定は、常時５０人以上の労働者を使用する事業場ごと

に、産業医の選任を義務付けている。県警察の場合は、５０人未満の事業場で

あっても、業務内容、施設環境、健康管理体制等には何ら変わりはないことか

ら、全ての事業場に産業医として健康管理医を選任するものである。ただし、

選任方法は任用を原則とするが、任用によりがたい場合、業務委託により健康

管理医を置くことができる。

イ 警察本部の健康管理医の具体的な業務は、次のとおりである。

(ｱ) 定期健康診断結果の判定

(ｲ) 健康管理指導区分の判定

(ｳ) 休職者の復職可否の判定

(ｴ) 休職者の職務復帰訓練における助言及び指導



(ｵ) 健康管理施策への助言及び指導

(ｶ) 個別指導及び相談

(ｷ) 講話等による教養

⑶ 衛生管理者等（第１１条、第１３条関係）

ア 衛生管理者の資格の取得

法第１２条第１項の規定は、常時５０人以上の労働者を使用する事業場ごと

に、衛生管理者の資格（以下「資格」という。）を有する者のうちから衛生管

理者の選任を義務付けている。資格を有する者がいない場合は、適任者に資格

を取得させる必要がある。

イ 衛生推進者の選任

法第１２条の２の規定は、常時１０人から４９人までの労働者を使用する事

業場に、衛生推進者の選任を義務付けている。県警察の場合は、宮城県警察鉄

道警察隊及び職員数が５０人未満の警察署が該当するが、衛生管理者の選任を

妨げるものではない。

⑷ 総括衛生委員会等の設置（第１４条関係）

法第１８条第１項の規定は、常時５０人以上の労働者を使用する事業場ごと

に、衛生管理に関する事項を調査・審議させ、事業者に対して意見を述べさせる

ため、衛生委員会の設置を義務付けている。県警察の場合は、５０人未満の事業

場であっても、業務内容、施設環境、健康管理体制等には何ら変わりはないこと

から、これらの事業場にも任意に衛生委員会を設置しているものである。

なお、警察本部に設置する総括衛生委員会は県警察全体の総括的な対策につい

て所掌し、警察本部庁舎の衛生委員会は法で定める事業場として警察本部庁舎を

所掌するものである。

⑸ 衛生委員会の開催（第１７条関係）

労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第２３条の規定は、事業者

に衛生委員会の会議を毎月１回以上開催すること、議事の概要を労働者に周知す

ること及び議事で重要なものについて記録を作成することを義務付けている｡訓

令別表第１に掲げる事業場ごとに設置した衛生委員会の開催結果については、議

事録を作成し、３年間保存するものとする。

⑹ 感染症発生の際の措置（第３６条関係）

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）第１２条第１項の規定による、医師から都道府県知事への届出が定め

られている感染症のうち、健康管理者への届出の対象となる感染症を定めるもの

である。

なお、訓令第３６条第１項に規定する感染症以外の措置要領等については、別

に定める。



宮城県警察本部訓令第１２号

宮城県警察職員の健康管理に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年３月２５日

宮城県警察本部長 松岡 亮介

宮城県警察職員の健康管理に関する訓令の一部を改正する訓令

宮城県警察職員の健康管理に関する訓令（平成１８年宮城県警察本部訓令第８号）の一部を次の

ように改正する。

改正前 改正後

（健康管理医等） （健康管理医等）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ 健康管理医は、警察本部にあっては厚生課 ２ 健康管理医は、警察本部にあっては厚生課

長の、宮城県警察機動センターにあっては宮 長の、宮城県警察機動センターにあっては宮

城県警察機動警ら隊長の、宮城県運転免許セ 城県警察機動警ら隊長の、宮城県運転免許セ

ンターにあっては交通部運転免許課長の、そ ンターにあっては交通部運転免許課長の、そ

の他の所属にあっては所属長の任用申請に基 の他の所属にあっては所属長の任用申請に基

づき、警察本部長（以下「本部長」という。 づき、警察本部長（以下「本部長」という。

）が任用する。 ）が任用する。ただし、任用によりがたい場

合は、業務委託により健康管理医を置くもの

とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

第１２条～第３５条 （略） 第１２条～第３５条 （略）

（感染症発生の際の措置） （感染症発生の際の措置）

第３６条 職員は、本人又は本人と同居してい 第３６条 職員は、本人又は本人と同居してい

る者が感染症予防法第１２条第１項第１号又 る者が感染症予防法第１２条第１項第１号に

は第２号 規定する１類感染症の患者又は２類感染症若

しくは３類感染症の患者若しくは無症状病原

に該当する場合は、直ちに次に掲げ 体保有者に該当する場合は、直ちに次に掲げ

る事項を健康管理者に届け出なければならな る事項を健康管理者に届け出なければならな

い。 い。

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項に規定する感染症以外の感染症発生

の際の措置については、別に定める。

第３７条 （略） 第３７条 （略）

（臨時職員 等への適用） （会計年度任用職員等への適用）

第３８条 この訓令は、臨時職員 及び 第３８条 この訓令は、会計年度任用職員及び

非常勤職員 について準用する。 臨時的任用職員について準用する。

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。



附 則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。


